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 伊豆急行株式会社に対する改善指示について（概要）  

 

 

中部運輸局は、伊豆急行株式会社に対して、令和６年８月２７日から保安監査を実施し、その結

果、改善を要する事項が認められたことから、１２月１３日付けで、改善措置を講ずるよう指示し

ました。 

 

 

■改善指示の概要 

法令で定められた車両の定期検査（状態・機能検査）において、一部の車両で絶縁抵抗試験

及び自動列車停止装置の機能検査が未実施であったこと並びに未実施であった項目について検

査実施済みである旨を検査表に記載していたことが判明。このことを受けて、保安監査を実施

し、事実確認及び安全管理体制等を確認。 

 

その結果、車両の定期検査において、検査の一部が未実施であったこと、また、これら未実

施であった検査項目が検査表には実施済みである旨の記載がされていたことを確認したことか

ら、車両の定期検査を適切に実施し、これらの検査結果を確実に記録として保存するよう、必

要な措置を講じるとともに、検査の実施状況等を把握するため、管理体制を構築するよう指示。 

 

 

■添付資料 

保安監査の結果について（写） 






